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公  告 

 

 

  兵庫トヨタ自動車健康保険組合規約の一部変更について、平成３０年２月１６日  

認可申請中のところ、平成３０年２月１９日付で認可を受けたので公告する。 

 

変更内容 

組合規約第４４条（保険料及び調整保険料の負担割合） 

  「保険料額及び調整保険料額の９５分の４９．８１は事業主、９５分の４５．１９は  

被保険者において負担する」を「保険料額及び調整保険料額の１００分の５２．２６

は事業主、１００分の４７．７４は被保険者において負担する」に変更する。  

尚、この規約は平成３０年３月１日から施行する。  

 

平成３０年 ２月２０日 

 

 

                        兵庫トヨタ自動車健康保険組合  

                         理 事 長  瀧 川 博 司 


